
豊臣家と運命を供にした城「宇陀松山城」ロゴマーク使用要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この告示は、豊臣家と運命を供にした城「宇陀松山城」を PR するロゴマーク（以

下「ロゴマーク」という。）の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（ロゴマークの形状等） 

第２条 ロゴマークは、別表第 1 及び第 2 のとおりとする。ただし、宇陀市（以下「市」と

いう。）が使用する場合に限り、ロゴマークのイメージを損なわない程度の範囲において、

色の変更など使用方法の一部を変更することができる。 

 

(権 利) 

第３条 ロゴマークに関する著作権等の一切の権利は、市に属する。 

 

（使用資格） 

第４条 何人も、次条に定めるところによりロゴマークを使用することができる。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 

(１) 市の信用若しくは品位を害し、又は害するおそれがあると認められる場合 

(２) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる場合 

(３) 政治的又は宗教的な要素を有する場合 

(４) 第三者の利益を害し、又は害するおそれがあると認められる場合 

(５) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条の風俗営業を営む者が使用する場合 

(６) ロゴマークを使用しようとする者（使用者が法人である場合にあっては、当該法人の

役員等）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）

又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合 

(７) 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）第３３条に規定する連鎖販売取

引を行う団体が使用する場合 

(８) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると市長が認める場合 

 

（使用申請等） 

第５条 ロゴマークを使用しようとする者は、市が使用状況を把握し、適正な運用を図るた

め、事前に Web フォームへ使用目的、使用内容その他必要な事項を入力し、市長に届け出

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 



(１) 市が使用する場合 

(２) 報道機関が報道の目的上正当な範囲内で使用する場合 

(３) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 

２ 市は、前項により提出された届出内容を確認し、当該使用がこの告示に適合すると認め

る場合は、申請者にロゴマークのデータを提供するものとする。 

３ 市は、届出内容がこの告示に適合しないと認める場合は、ロゴマークの使用を認めない

ものとし、必要に応じて使用内容の修正、条件の付加その他必要な措置を求めることができ

る。 

 

（使用料） 

第６条 ロゴマークの使用料は、無料とする。 

 

（使用期間） 

第７条 ロゴマークの使用期間は、申請の承認日から令和１０年３月３１日までとする。た

だし、市長は、ロゴマークの商標権の存続期間内で、使用期間を延長することができるもの

とする。 

 

（遵守事項） 

第８条 ロゴマークの提供を受けた者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

(１) 市長が別に定める、豊臣家と運命を供にした城「宇陀松山城」ロゴマーク使用マニュ

アルの規定に従うこと。 

(２) ロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。 

(３) 市が製造又は販売をする物品等と誤認されるようなロゴマークの使用をしないこと。 

(４) 商標法（昭和３４年法律第１２７号）による商標登録、意匠法（昭和３４年法律第１

２５号）による意匠登録等、ロゴマークに関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しな

いこと。 

(５) ロゴマークの使用等に関する権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(６) 物品等の製造を第三者に委託する場合は、受託者がこの告示の規定に違反することが

ないよう管理及び監督のために必要な措置を講ずること。 

(７) その他各種法令を遵守すること。 

 

（完成品の確認） 

第９条 使用者は、第５条第２項の規定によりロゴマークの提供を受けて作成した物品等の

完成品写真又は物品等の状況が分かる資料を、速やかに完成報告フォームに必要事項を入

力の上送信し、市に提出しなければならない。 



 

（違反等に対する取扱い） 

第１０条 使用者が、第 4 条各号のいずれかに該当すると認められたとき又は第８条に定め

る事項を遵守しなかったときは、市長はその使用の差止めの請求又は必要な指示（以下「請

求等」という。）を行う。この場合において、使用者は、ただちにその請求等に従わなけれ

ばならない。 

２ 前項の請求等によって使用者に損害が生じた場合においても、市はその責任を一切負わ

ない。 

 

（報告義務） 

第１１条 市長は、使用者に対し、ロゴマークの使用に関する事項について、資料の提出又

は報告を求めることができる。 

２ 使用者は、前項の求めがあった場合、速やかにこれに応じなければならない。 

 

（情報の公開） 

第１２条 市長は、ロゴマークの適正な管理と多くの使用を図る観点及び効果の可視化等の

ために、使用者から提出された書類の内容等の情報を公開することができる。 

 

（損失補償等の責任） 

第１３条 市は、ロゴマークの使用に関して生じた損失について、一切の責任を負わないも

のとする 

２ 使用者は、物品等の瑕疵により第三者に損害又は損失を与えた場合は、これに対し全責

任を負い、市は損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。 

３ 使用者がロゴマークの使用に際して、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、こ

れによって生じた損害を市に賠償しなければならない。 

４ 使用者がロゴマークの使用について、第三者との間に権利侵害の紛争が生じたときは、

速やかに市長に通知し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものと

する。この場合において、市は、損害賠償、損失補填その他法律上一切の責任を負わない。 

 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和８年１月５日から施行する。 

 



別表第１（第２条関係） 

図柄 

 

色彩 

①C20%+M90%+Y100% 

②C15%+M50%+Y60% 

③C0%+M0%+Y0%+K0% 

別表第２（第２条関係） 

図柄 

 

色彩 

①K100% 

②K60% 

③K0% 

 

① 

② 

③ 

① 

② 

③ 


